
第２号議案 

２０２５年１０月２２日 

第５３５回理事会 

災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた 

災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定及び通知について 

 第５０８回理事会（２０２５年４月２３日開催）第１号議案にて議決された災害等扶助

交付金に関して、災害等復旧費用の相互扶助運用要領６（１）の規定に基づき事後検証を

行った結果、申請に一部誤りがあったことを確認したため、６（２）の規定に基づき交付

額（修正後）及び精算を行う額を決定するとともに、対象者へ決定通知書により通知する。 

１．対象事業者 

九州電力送配電株式会社 

２．申請件名（案件番号） 

（九州エリア）２０２４年台風１０号による被害に対する仮復旧費用 

（２０２４－０９） 

※上記件名は、申請事業者からの申請件名に基づく

３．事後検証実施日 

（１）事後検証通知日：２０２５年７月１７日

（２）事後検証終了日：２０２５年１０月７日

４．事後検証の結果 

  委託費の一部において、申請の一部誤りを確認した。具体的には、事後検証として、

追加で詳細な証憑の提出等を受けて確認を行った結果、申請時の証憑に基づき交付金の

交付対象とした費用の一部について、交付対象外であったことを確認した。 

５．第５０８回理事会（２０２５年４月２３日開催）第１号議案にて議決された交付額の

修正及び精算額 

既交付額 事後検証結果を踏まえた交付額 精算額 

1,076,778,000円 1,076,735,000円 43,000円 

６．申請事業者への決定通知書 
別紙１の通り 

７．精算額の納入 
申請事業者に対し、５．の精算額について、決裁日の翌月末日（２０２５年１１月末）

までに、指定口座へ振り込むよう決定通知書（別紙１）により通知する。なお、運用要
領６（２）の規定に基づき、振込手数料は申請事業者負担とする。 

以 上 



 
 

 

 

【添付資料】 

別紙１：災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた交付金及び精算額の決定並びに通

知について 

 

＜参考＞災害等復旧費用の相互扶助運用要領 

６ 事後検証について 

（１）事後検証について 

本機関は、交付額の監査と災害等扶助に関する費用の分析を行うため、交付決定後、

申請案件を任意に選んで、交付額の事後検証を行う。なお、明細（応援事業者の費用の

内訳が分かるもの）及び証憑はコピーも可とする。 

 

（２）精算について 

前項に基づく検証により、申請及び審査不備が発覚した場合には、精算を行う。なお、

振込手数料は各事業者が支払う。 

 



（別紙１） 
 

広域総第２０２５－１５２号  

２０２５年１０月２２日  

 

九州電力送配電株式会社  

代表取締役社長  

今村  弘  殿  

電力広域的運営推進機関  

 理事長  大山  力     

 

災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた  

交付金及び精算額の決定並びに通知について  

 

貴社からの災害等扶助交付金の申請（「（九州エリア）２０２４

年台風１０号による被害に対する仮復旧費用（２０２４－０９）」）

に関し、２０２５年４月２３日付で交付金額を決定し、これに基づ

き、２０２５年５月３０日に貴社に交付金を支払いましたが、今般、

災害等復旧費用の相互扶助運用要領（以下、「運用要領」という）６

（１）の規定に基づき事後検証を行った結果、申請に一部誤りがあ

ったことを確認したため、６（２）の規定に基づき、下記の通り交

付金及び精算額を決定致しましたので通知致します。  

 

記  

１．件名（案件番号）  

  （九州エリア）２０２４年台風１０号による被害に対する仮復

旧費用（２０２４－０９）  

２．事後検証の結果を踏まえて決定した交付金額  

  １，０７６，７３５，０００円  

３．精算額  

  ４３，０００円  

４．決定日  

２０２５年１０月２２日  
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５．精算額支払期限  

 ２０２５年１１月２８日  

 

６．振込先  

三井住友銀行  本店営業部  決済用普通預金  ４９７６８１０   

口座名義：電力広域的運営推進機関  

（デンリヨクコウイキテキウンエイスイシンキカン）  

以上  
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